
令 和 ７ 年
12月９日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一
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…
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…
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…
…
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保
安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…

○
公
告

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
東
割
石
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
二

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
Ｍ
ａ
ｔ

ｏ
ｂ
ａ

山
口
市
中
央
二
丁
目
六
番
一
八
号

令
和
七
、

九
、
三
〇

浅
上
内
科
胃
腸
科
医
院

下
松
市
望
町
四
丁
目
一
三
番
五
号

〃

〃

〃

か
わ
む
ら
内
科

山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
三
二
一
一
の
一

〃

〃

〃

藤
井
歯
科
医
院

長
門
市
油
谷
新
別
名
九
九
三
の
一
一

〃

〃

〃

の
は
ら
薬
局

宇
部
市
野
原
一
丁
目
五
番
一
号

〃

〃

〃

ひ
か
り
薬
局

萩
市
大
字
椿
三
五
三
七
の
九

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

沼
二
丁
目
消
化
器
内
科
・
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
沼
二
丁
目
一
番
四
一
号

令
和
七
、

一
一
、

一

並
木
通
り

ゆ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
中
央
二
丁
目
六
番
一
八
号

〃

一
〇
、

〃

藤
井
歯
科
医
院

長
門
市
油
谷
新
別
名
九
九
三
の
一
一

〃

〃

〃

の
は
ら
薬
局

宇
部
市
野
原
一
丁
目
五
番
一
号

〃

〃

〃

ひ
か
り
薬
局

萩
駅
前
店

萩
市
大
字
椿
三
五
三
七
の
九

〃

〃

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
Ｎ
ｏ
ａ

ｈ

光
市
島
田
二
丁
目

一
一
番
六
号

リ
ハ
ビ
リ
＆
ケ
ア

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
柳
井

柳
井
市
南
町
四
丁

目
一
番
一
号

令
和
七
、
一
〇
、

一

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
鈴
野
川
字
足
谷
上
下
一
〇
二
五
七
の
一

一
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阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
生
賀
字
松
柄
二
九
八
〇
、
二
九
八
三
の
一
、
二
九
八
五
、
一
一
六
二
三
の

一
、
一
一
六
二
四
、
一
一
八
一
〇
の
一
九
、
字
下
忠
地
東
平
一
一
八
一
〇
の
三
か
ら
一
一
八
一
〇
の

六
ま
で
、
一
一
八
一
〇
の
八
、
一
一
八
一
〇
の
一
七
、
一
一
八
一
〇
の
一
八
、
一
一
八
一
〇
の
二
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

萩
市
大
字
鈴
野
川
字
足
谷
上
下
一
〇
二
五
七
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
生
賀
字
松
柄
一
一
八
一
〇
の
一
九
・
字
下
忠
地
東
平
一
一
八
一
〇
の

八
・
一
一
八
一
〇
の
一
七
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
並
び
に
萩
市
役
所
及
び
阿
武
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
二
六
）
国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
東
割
石
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
南
周
防
地
区
東
割
石
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
東
割
石
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

雑

報

正

誤

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
（
不
在
者
投
票
の
で
き
る
病

院
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

七

上

左
か
ら

三～

四

昭●

和●

四●

十●

一●

年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
五●

十●

二●

号

平䀝

成䀝

十䀝

年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
十䀝

三䀝

号

〃

下

一～

二

「•
美●

和●

町●

国●

保●

病●

院●

」•
を●

「•
岩●

国●

市●

立●

美●

和●

病●

院●

」•
に●

、•
「
玖●

珂●

郡●

美
和
町
大●

字●

渋
前
一
七
六
六
番●

地●

の●

一●

」
を
「
岩●

国●

市●

美
和
町
渋
前
一
三
八
三
の
一
」

「
〃䀝

⿝
⿝

美
和
町
渋
前
一
七
七
六
」
を

「
〃䀝

⿝
⿝

美
和
町
渋
前
一
三
八
三
の

一
」

令
和
七
年
十
二
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
十
二
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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